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税
務
調
査
が
始
ま
る
と
、

税
務
職
員
は
「
帳
簿
書
類
を

見
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
先
生

に
求
め
る
。
帳
簿
書
類
と
は

先
生
が
作
成
し
た
窓
口
現
金

出
納
帳
な
ど
の
会
計
帳
簿

や
、
納
品
書
、
請
求
書
、
領

収
書
な
ど
取
引
相
手
か
ら
受

け
取
っ
た
証
憑
書
類
を
い

う
。
税
務
職
員
は
申
告
書
に

記
載
さ
れ
た
所
得
が
、
適
正

か
ど
う
か
を
帳
簿
書
類
で
確

認
す
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
税
務
職
員
が
先
生

に
「
カ
ル
テ
を
見
せ
て
く
だ

さ
い
」
と
求
め
る
こ
と
が
あ

る
。
税
務
職
員
の
求
め
に
、

「
ハ
イ
ど
う
ぞ
」
と
何
で
も

応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
る
先
生
が
い
る
。

し
か
し
、
カ
ル
テ
を
不
用
意

に
見
せ
て
い
い
の
だ
ろ
う

衆
議
院
大
蔵
委
員
会
、
厚
生

省
医
務
局
医
事
課
長
古
賀
章

介
氏
）
し
て
い
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、
カ
ル
テ
は
税
務
職

員
に
見
せ
る
必
要
は
な
い
の

で
あ
る
。

テ
以
外
の
帳
簿
書
類
等
に
よ

り
所
得
の
確
認
を
す
る
よ
う

に
税
務
職
員
を
指
導
し
て
い

る
よ
う
で
あ
る
。
カ
ル
テ
の

提
示
に
対
し
て
は
、
医
師
の

「
秘
密
保
持
義
務
」
か
ら
き

「
カ
ル
テ
は
、
医
療
法
第
25

条
や
裁
判
所
の
令
状
が
あ
る

場
合
等
、
明
確
な
根
拠
が
あ

る
と
き
の
み
、
他
人
に
提
出

で
き
る
」
と
国
会
で
答
弁

（
１
９
７
７
年
３
月
16
日
、

　

税
務
職
員
は
カ
ル
テ
を
無

理
に
見
な
く
て
も
、
カ
ル
テ

以
外
の
帳
簿
書
類
等
で
所
得

の
確
認
は
で
き
る
。
税
務
署

も
カ
ル
テ
を
巡
っ
て
の
ト
ラ

ブ
ル
を
避
け
る
た
め
、
カ
ル

っ
ぱ
り
断
ろ
う
。

＊　

＊　

＊

　

な
お
、
前
回
、
前
々
回
で

紹
介
し
た
国
税
通
則
法
改
悪

法
案
は
11
月
30
日
、
国
民
・

納
税
者
の
反
対
の
声
を
押
し

切
っ
て
成
立
し
た
。
こ
の
改

悪
法
に
は
帳
簿
書
類
そ
の
他

の
物
件
（
コ
ピ
ー
含
む
）
の

提
示
、
提
出
を
罰
則
付
き
で

義
務
化
し
た
。
し
か
し
、
カ

ル
テ
は
従
来
通
り
見
せ
る
必

要
は
な
く
、
カ
ル
テ
に
提

示
、
提
出
義
務
は
及
ば
な
い

と
考
え
る
。
改
悪
法
の
適
用

時
期
は
改
悪
項
目
に
よ
っ
て

定
め
ら
れ
て
い
る
。

 

（
つ
づ
く
）

税務調査の税務調査の
対　応　術対　応　術

③③

税理士税理士
清家　裕清家　裕

カ
ル
テ
は
見
せ
ら
れ
な
い

守
秘
義
務
か
ら
開
示
拒
否
を

齢
、
病
名
、
症
状
な
ど
、
患

者
の
秘
密
事
項
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
カ
ル
テ
は
医
師
に

対
し
「
秘
密
保
持
義
務
」
が

課
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
厚
生
労
働
省
は

か
。

　

税
務
職
員
は
カ
ル
テ
を

「
帳
簿
書
類
そ
の
他
の
物

件
」
で
あ
る
と
し
て
提
示
を

求
め
る
。
カ
ル
テ
に
は
患
者

の
氏
名
、
住
所
、
性
別
、
年

中医協

指導対策
講 習 会

社保研究部

診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性
示
す

診
療
報
酬
改
定
の
方
向
性
示
す

カ
ル
テ
の
重
要
性
を
指
摘

核
兵
器
廃
絶
め
ざ
し

医
師
・
医
学
者
の
集
い
開
く

Ｓ
Ｐ
Ｔ
や
在
宅
、チ
ー
ム
治
療
な
ど
６
項
目

所
見
や
検
査
結
果
の
記
載
を

　

２
０
１
２
年
度
診
療
報
酬

改
定
に
向
け
て
11
月
30
日
、

中
医
協
総
会
に
「
歯
科
診
療

報
酬
に
つ
い
て
」
と
題
す
る

資
料
が
提
出
さ
れ
た
。

　

主
な
検
討
項
目
は
、
①
外

来
環
を
再
診
時
に
も
加
算
す

る
一
方
、
初
診
時
加
算
を
引

き
下
げ
る
②
障
害
者
加
算
を

通
じ
た
専
門
医
と
Ｇ
Ｐ
と
の

連
携
や
対
象
疾
患
・
状
態
の

拡
大
③
Ｓ
Ｐ
Ｔ
の
算
定
間
隔

を
１
カ
月
に
統
一
④
訪
問
診

療
の
歯
科
衛
生
士
の
補
助
業

務
の
評
価
、
対
象
患
者
の
要

件
や
増
加
傾
向
に
あ
る
訪
問

診
療
料
２
（
３
８
０
点
）
の

考
え
方
の
整
理
⑤
医
管
１
４

０
点
の
対
象
疾
患
に
周
術
期

の
患
者
や
Ｂ
Ｐ
系
製
剤
服
用

患
者
を
加
え
、
チ
ー
ム
医
療

を
推
進
―
―
な
ど
（
表
）。

　

社
保
研
究
部
は
11
月
26

日
、
個
別
指
導
対
策
講
習
会

を
Ｍ
＆
Ｄ
ホ
ー
ル
で
開
き
、

55
人
が
参
加
し
た
。

　

講
師
の
藤
井
佐
都
樹
副
部

長
は
、
近
畿
厚
生
局
へ
の
情

報
開
示
請
求
で
得
た
２
０
１

０
年
度
の
指
導
実
績
を
示

し
、
個
別
指
導
の
選
定
理
由

10
項
目
の
中
で
「
患
者
な
ど

か
ら
の
情
報
提
供
」
が
優
先

的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
報
告
し
た
。

　

同
氏
は「
カ
ル
テ
は
、先
生

の
味
方
に
も
敵
に
も
な
る
。

日
頃
か
ら
遅
滞
な
く
カ
ル
テ

記
載
す
る
よ
う
心
掛
け
て
ほ

し
い
」と
呼
び
か
け
、カ
ル
テ

記
載
の
注
意
点
を
示
し
た
。

　

レ
セ
コ
ン
に
よ
る
パ
タ
ー

ン
化
し
た
算
定
や
算
定
項
目

の
み
を
列
記
し
た
カ
ル
テ
は

２
人
が
参
加
し
た
。

　

記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で

は
、
被
爆
体
験
を
持
つ
医
師

・
肥
田
舜
太
郎
氏
が
、
核
兵

器
は
命
の
み
で
な
く
人
権
を

も
否
定
す
る
も
の
だ
と
廃
止

を
強
く
訴
え
た
。

　

議
員
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、

稲
見
哲
男
衆
院
議
員
（
民

主
）、
浜
田
昌
良
参
院
議
員

（
公
明
）、
井
上
哲
士
参
院

議
員
（
共
産
）、
阿
部
知
子

衆
院
議
員
（
社
民
）、
川
田

龍
平
参
院
議
員
（
み
ん
な
）

が
参
加
、「
非
核
三
原
則
の

法
制
化
」
な
ど
核
兵
器
を
持

た
ず
、
作
ら
ず
、
持
ち
込
ま

せ
ず
の
実
効
化
に
つ
い
て
、

核
軍
縮
・
不
拡
散
議
員
連
盟

へ
の
参
加
を
広
げ
る
こ
と
な

ど
を
討
論
し
た
。

　

「
第
22
回
核
戦
争
に
反
対

し
、
核
兵
器
の
廃
絶
を
求
め

る
医
師
・
医
学
者
の
つ
ど

い
」（
同
実
行
委
員
会
主

催
）
が
11
月
５
日
、
６
日
、

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
内
で
開

か
れ
た
。
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
「
放
射
線
被
ば
く
と
医
の

倫
理
」、
国
会
議
員
に
よ
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
一
日
も
早

い
『
核
の
な
い
世
界
』
実
現

を
め
ざ
し
て
」、
分
科
会
が

あ
り
、
ア
ピ
ー
ル
「
こ
の
世

界
に
核
兵
器
も
原
発
も
い
ら

な
い
―
―
核
兵
器
禁
止
条
約

の
制
定
で
一
日
も
早
い
『
核

兵
器
の
な
い
世
界
』
を
実
現

さ
せ
よ
う
！
」
を
採
択
し

た
。
２
日
間
で
医
師
・
歯
科

医
師
・
医
学
生
・
市
民
ら
４

０
２
人
が
参
加
。
協
会
か
ら

問
題
が
あ
り
、
所
見
や
検
査

結
果
を
十
分
記
載
す
る
こ
と

の
重
要
性
を
指
摘
。
ま
た
、

カ
ル
テ
や
レ
セ
プ
ト
で
使
用

が
で
き
な
い
略
称
を
使
っ
て

い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
実
態
を

述
べ
、
注
意
を
促
し
た
。

　

個
別
指
導
に
な
っ
た
場
合

の
「
心
得
て
お
き
た
い
10
カ

条
」
を
案
内
。「
行
政
側
の

指
導
を
適
正
に
行
わ
せ
る
こ

と
の
第
一
歩
と
し
て
、
指
導

大
綱
の
理
解
が
重
要
で
、
録

音
や
弁
護
士
帯
同
の
活
用
も

有
効
で
あ
る
。
通
知
が
届
け

ば
、
す
ぐ
協
会
に
相
談
し
て

ほ
し
い
」
と
呼
び
か
け
た
。

レセコンによるパターン化
したカルテの問題を指摘す
る藤井佐都樹氏＝11月26日、
Ｍ＆Ｄホール　　　　　　

歯科診療報酬についての今後の方向性について
高齢者等に対する安心で安全な歯科医療の提供について
○ 再診時に、一定の施設基準を満たした歯科医療機関で安心・安
全な歯科医療を提供した場合の評価を検討してはどうか。ただ
し、その際は、財政影響も考慮しつつ、初診時の「歯科外来診
療環境体制加算」を見直してはどうか。

障害者に対する歯科医療について
○ 専門性の高い医療機関への受け入れを評価した「障害者歯科医
療連携加算」を活用し、患者の病態等に応じた、専門性の高い
医療機関から一般の医療機関への受け入れに関する評価を検討
してはどうか。

○歯科診療報酬上における「障害者」の表現を見直してはどうか。
○ 「障害者加算」の要件である、著しく歯科診療が困難な状態と
いう基本的な考え方は堅持しつつ、まずは「これらに準ずる状
態」で判断されている、症状の重い「認知症」の状態を明示し
てはどうか。

周術期の口腔ケア等、チーム医療の推進について
○ 先進的な取り組みを参考としつつ、以下の点に着目して検討し
てはどうか。

（１）病院と歯科医療機関における連携
・ 歯科治療総合医療管理料の対象疾患に周術期の患者を加え、医
科医療機関と歯科医療機関の連携を評価してはどうか。

　※BP系製剤服用患者も医管の対象にするか検討。
（２）歯科が併設されている病院の入院期間中の対応
・ 周術期の患者に対する歯科医師による口腔機能の包括的な管理
に関する評価を検討してはどうか。

歯や口腔の機能を長期的に維持する技術等について
○ 歯周病の悪化・重症化リスクが極めて高い患者に対する歯周病
安定期治療の間隔を歯周外科手術を実施した場合に合わせて短
縮してはどうか。

○ 他の治療の評価も含め、歯周治療の一連の診療報酬の評価のバ
ランスをどのように考えるか。

在宅歯科医療における課題と今後の方向性について（11／11資料）
○ 「歯科訪問診療料」の評価体系を見直すべきか。また対象者の
要件についてどのように考えるか。

○ 一度に複数の患者に対して行う訪問歯科診療の評価についてど
のように考えるか。

○ 在宅歯科医療における医療機関・介護の連携に関する評価につ
いてどのように考えるか。

○ 「在宅療養支援歯科診療所」の評価についてどのように考えるか。
○ 訪問歯科診療を行う際の歯科衛生士の補助に関する評価が考え
られるか。

歯科用語の平易化等について
○ 保険診療上の歯科用語や歯科診療報酬点数表の項目について
は、患者の視点や関係学会からの意見等を踏まえつつ引き続き
見直しや簡素化を図ることとしては、どうか。

11月30日中医協総会資料から作表


